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はじめに 

本資料は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。以下

「化審法」という。）第４１条に基づく有害性情報の報告を行うに当たり、e-Gov 電子申請を利用

したオンラインでの報告を行う場合（下図赤枠）の手順をまとめたものです。 

 

有害性情報の報告の制度概要等は以下のホームページをご確認ください。 

 

【有害性情報の報告について（経済産業省 HP）】 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料は「e-Gov 電子申請」（総務省）を参照して作成しており、e-Gov のアップデート等によ

り、手順（や画面）が変更になる可能性があります。その場合は下記ホームページをご参照く

ださい。 

https://www.e-gov.go.jp/ 

 

e-Gov の操作に関するご不明点は、下記ホームページに記載のお問い合わせ窓口にお問い合わ

せください。 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact 

 

 

推奨度Ｃ. 試験報告書
Ｂ. 有害性情報

の内容を示す資料
Ａ. 有害性情報報告書提出方法

ＰＤＦＰＤＦＰＤＦ
（１）オンライン

e-Gov電子申請を利用

光ディスク×３枚

［Ｂ. 有害性情報の内容を示す資料］、［Ｃ. 試験報告書］
を１枚に格納してください。

［Ｂ.］、［Ｃ.］いずれもPDF

書面×３部

（２）郵送または持参

書面×３部

※両面印刷推奨

書面×３部

※両面印刷推奨
書面×３部

推奨度
①

推奨度
②

推奨度
③

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_index.html
https://www.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
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１．報告に必要な書類の準備 

有害性情報の報告は、「Ａ. 有害性情報報告書（様式第１、様式第２又は参考様

式）」、「Ｂ. 有害性情報の内容を示す資料」及び「Ｃ. 試験報告書」の３点１式を提

出する必要があります。 

 ただし、「Ｂ. 有害性情報の内容を示す資料」及び「Ｃ. 試験報告書」の添付の省

略が可能となる場合があります。詳細については、「有害性情報の報告に関する運

用について」をご参照ください。 

「Ａ. 有害性情報報告書（様式第１、様式第２又は参考様式）」、「Ｂ. 有害性情報

の内容を示す資料」の作成については、「化審法第４１条に基づく有害性情報の報

告に関する要領」をご参照ください。 

 

○有害性情報の報告に関する運用について 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/law

s/laws_r08052956_1.pdf 

 

○化審法第４１条に基づく有害性情報の報告に関する要領 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful

_manual_260529.pdf 

 

２．e-Gov 電子申請の事前準備 

e-Gov 電子申請の利用にあたって、必要な準備（アカウントの準備、ブラウザの

設定、アプリケーションのインストール）を行います。 

詳細については、以下のホームページをご確認ください。 

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation 

 

 本手続には電子署名が必要ですが、G ビズ ID（プライム又はメンバー）でログイ

ンした場合は、電子署名を省略することができます。 

  

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r08052956_1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r08052956_1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_manual_260529.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_manual_260529.pdf
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
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３．e-Gov 電子申請の手順 

e-Gov ポータルより、e-Gov のサービスの「電子申請」をクリックしてください。 

https://www.e-gov.go.jp/ 

 

 

 

「手続検索」をクリックしてください。 

 

 

 

https://www.e-gov.go.jp/
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「手続名称から探す」に「有害性情報」と入力し、「検索」をクリックしてくださ

い。 

 
 

 

検索結果の「化審法 有害性情報の報告」について、「申請書入力へ」をクリック

してください。 
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e-Gov 電子申請アプリケーションを起動し、ログインしてください。 

本報告には電子署名が必要ですが、G ビズ ID（プライム又はメンバー）でログイン

した場合は、電子署名を省略することができます。 
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「Ａ. 有害性情報報告書（様式第１、様式第２又は参考様式）」は添付書類として提

出してください。添付書類として提出する様式に記入した内容と同じ内容をフォー

ムに記入してください。 

「試験の種類」はプルダウンから選択してください。なお、「様式第１」で「生分

解性」を選択した場合は「分解性」を、「１－オクタノールと水との間の分配係

数」「生物濃縮性」を選択した場合は「蓄積性」を選択してください。 

 
 

 

添付書類の「書類を添付」をクリックしてください。 
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報告に必要な書類を添付してください。「参照」ボタンをクリックし、添付するフ

ァイルを選択するか、所定のスペースに添付するファイルをドラッグアンドドロッ

プします。 

「Ａ. 有害性情報報告書（様式第１、様式第２又は参考様式）」は必ず添付してくだ

さい。 

１件の電子申請で報告する有害性情報報告書は１件のみとし、複数の有害性情報報

告書を提出する場合は、有害性情報報告書ごとに１件ずつ電子申請を行ってくださ

い。 

「様式第１」、「様式第２」、「参考様式」、「有害性情報の内容を示す資料」、「試験報

告書」はデフォルトで枠が設けられています。 

これ以外に追加したいファイルがある場合は、下部にある「追加」をクリックして

ください。 
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追加でファイルを添付する場合は、「書類名」にファイル名を記載してください。 

 
 

 

報告に必要な書類をすべて添付し、最下部にある「添付」をクリックしてくださ

い。 
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記入内容、添付書類を確認し、「内容を確認」をクリックしてください。 
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内容を確認し、問題が無い場合は「提出」をクリックしてください。 

 
 

 

提出完了画面が表示されたら提出完了です。必要に応じて、申請書控えをダウンロ

ードすることができます。 
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４．提出した資料に不備が見つかった場合 

当局にて提出いただいた資料の確認を行った結果、不備が見つかった場合は e-Gov

より「申請案件に関する通知」が届きますので、e-Gov マイページをご確認くださ

い。 

 

 
 

補正案件をクリックしてください。 
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「補正」をクリックすると申請書入力画面に移行します。 

 
 

補正指示の内容に応じて書類を修正し、修正を行った書類のみ再提出してくださ

い。補正指示により添付書類を修正する場合は、修正後のものと分かるようにファ

イル名を変更してください（例えば、最初の書類のファイル名に「rev」や「修正

版」と付す等）。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


